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○愛知淑徳大学利益相反マネジメント指針  

１ .目的  

愛 知淑 徳 大 学 (以下 、「 本 学」と い う )は 、別 に定 め る「 愛 知淑 徳 大学 研 究 活 動 上の

行 動規 範 」 に お いて 、 本学 に 所 属 す る研 究 者各 個 は 時 代 や社 会 の要 請 に 応 え 、そ れ

ら の発 展 に 寄 与 貢献 す る責 任 を も つ とと も に、 行 動 規 範 を遵 守 し、 み ず か ら の研 究

活 動を 公 正 な 意 識の も とに 行 わ な け れば な らな い こ と を 掲げ て いる 。  

一 方、 大 学 が 産 学官 連 携を は じ め と する 社 会貢 献 活 動 を 推進 す るに あ た っ て は 、

産 学官 等 が そ れ ぞれ に 有す る 目 的 や 役割 の 違い か ら 、本 学 又は そ の教 職 員 に つ いて 、

い わゆ る 利 益 相 反が 生 じる 可 能 性 が ある 。 本学 は 、 適 切 な利 益 相反 マ ネ ジ メ ント を

実 施す る こ と に より 、 本学 教 職 員 が 安心 し て社 会 貢 献 活 動に 参 加で き る 環 境 を整 備

し 、社 会 的 責 任 を果 た すこ と を 目 的 とし て 、愛 知 淑 徳 大 学利 益 相反 マ ネ ジ メ ント 指

針 を定 め る 。  

２ .定義  

利 益相 反 と は 、 本学 又 はそ の 教 職 員 が企 業 法人 等 と の 関 係で 有 して い る 利 益 （ 実

施 料収 入 、 兼 業 報酬 、 未公 開 株 式 等 ）と 大 学又 は 大 学 に おけ る 教職 員 の 責 務 が衝 突

す る状 態 を い い 、以 下 の３ つ に 分 類 する 。 なお 、 そ の 状 態に は 実際 に 弊 害 が 生じ て

い るだ け で な く 、第 三 者に 弊 害 が 生 じて い るか の よ う に 見ら れ る状 態 も 含 ま れる 。  

（ １） 個 人 と し ての 利 益相 反  

教 職員 が 社 会 貢 献活 動 に伴 っ て 特 定 の企 業 等か ら 得 る 利 益と 、 教職 員 の 本 学

に おけ る 責 任 が 相反 し てい る 状 態 を いう 。  

（ ２） 大 学 （ 組 織） と して の 利 益 相 反  

大 学（ 組 織 ）が 社会 貢 献 活動 に 伴 っ て 特定 の 企業 等 か ら 得 る利 益 と、大 学（ 組

織 ）の 社 会 的 責 任と が 相反 し て い る 状態 を いう 。  

（ ３） 責 務 相 反  

教 職員 の 兼 業 活 動に よ る対 外 的 業 務 遂行 責 務と 大 学 で の 業務 遂 行責 務 が 両 立

し ない 状 態 を い う。  

３ .基本 的 な 考 え方  

本 学教 職 員 は 、 社会 貢 献活 動 に 参 画 する 上 で利 益 相 反 に より 弊 害が 生 じ な い よ う

行 動す る こ と を 責務 と し、 本 学 は 、 利益 相 反問 題 を 適 切 に判 断 ・解 決 す る た めの 体

制 を整 備 す る 。 併せ て 、本 学 の 利 益 相反 に 関す る 情 報 を 適切 に 公開 す る こ と で本 学
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に 対す る 社 会 的 信頼 を 確保 し 、 社 会 に対 す る説 明 責 任 を 果た す 。  

４ .利益 相 反 マ ネジ メ ン トの 対 象 者  

対 象者 は 、 本 学 教職 員 並び に 別 に 定 める 利 益相 反 マ ネ ジ メン ト 委員 会 で 指 定 さ れ

た 者と す る 。  

５ .利益 相 反 マ ネジ メ ン ト委 員 会  

本 学に 学 長 、 副 学長 、 事務 局 長 及 び 学長 が 委嘱 す る 者 に より 利 益相 反 マ ネ ジ メ ン

ト 委員 会 を 設 置 し、 利 益相 反 マ ネ ジ メン ト に関 す る 重 要 事項 を 審議 す る 。  

６ .利益 相 反 マ ネジ メ ン トの 手 続 き  

（ １） 自 己 申 告  

教 職員 は 、 利 益 相反 に 関す る 疑 念 が 生じ う る可 能 性 が あ る場 合 、利 益 相 反 マ

ネ ジメ ン ト 委 員 会に 提 出す る も の と する 。  

（ ２） 実 態 調 査 の実 施 及び 対 応 策 の 検討  

利 益相 反 マ ネ ジ メン ト 委員 会 は 、 必 要に よ り、 自 己 申 告 書、 並 びに 教 職 員 か

ら 得ら れ た 情 報 に基 づ いて 、 利 益 相 反に 関 する 検 討 及 び 事実 調 査を 行 う と と

も に、 そ れ ら の 内容 を 審議 す る 。  

７ .利益 相 反 の カテ ゴ リ ーと 内 容 ・ 基 準・ 公 表  

（ １） カ テ ゴ リ ー  

F (Financial Support) 経済 的 支 援 ：  

勤 務 先 組 織 を と お し て 、 研 究 費 、 ま た は 無 償 で 研 究 材 料 （ 含 む 、 装 置 ）

も しく は 役 務 提 供（ 含 む、検 体 測 定）の 形 で企 業 *か ら 支援 を 受 けて い る 場

合 。  

（ *：企 業 と は 関係 企 業 また は 競 合 企 業の 両 者を 指 す 。 以 下、 す べて 同 じ 。）  

I (Personal Financial Interest) 個人的 な 経済 利 益 ：  

薬 品・器 材（ 含 む、装 置 ）、役 務 提 供に 関 連 する 企 業 へ の 投資 者 であ る 場

合 。  

E (Employee) ：  

利 害に 関 係 の あ る企 業 の従 業 員 で あ る場 合 。  

C (Consultant) ：  

現 在 ま た は 過 去 ３ 年 以 内 に お い て 、 利 害 に 関 連 す る 企 業 の コ ン サ ル タ ン

ト を勤 め て い る 場合 。  

P (Patent) ：  

特 許権 を 有 す る 場合 、 また は 特 許 を 申請 中 の場 合 。  



第２編 大学 （愛知淑徳大学利益相反マネジメント指針） 

 

 

R：  

薬 品 ・ 器 材 （ 含 む 、 装 置 ）、 役 務 提 供 に 関 連 す る 企 業 か ら 報 酬 *、 旅 費 支

弁 を受 け て い る 場合 。  

（ *：報酬 の 対 象 とし て は 、給 与 、旅 費 、知 的 財産 権 、ロ イ ヤ リテ ィ 、謝金 、

株 式 、 ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン 、 コ ン サ ル タ ン ト 料 、 講 演 料 、 ア ド バ イ サ リ ー

コ ミ ッ テ ィ ま た は 調 査 会 （ Review panel） に 関 す る 委 員 に 対 す る 費 用 、 な

ど を含 む 。）  

N (No Commercial Relationship) ：  

上 記カ テ ゴ リ ー のす べ てに 該 当 し な い場 合 。  

（ ２） 研 究 費 、 報酬 な どの 範 囲  

研 究 費、 報 酬 な ど の 経 済 的関 係 は 、 配 偶 者 、 内縁 関 係 者 ま た は 扶養 家 族に

も 適用 さ れ る 。  

当 該者 に 対 す る「 寄 付 金 ･契 約 金 」に は 、コ ンサ ル タ ン ト 料・指 導料 、特 許

権 ･特許 権 使 用 料 ･商 標 権に よ る 報 酬 、講 演 料 ･原稿 執 筆 そ の他 こ れ に類 す る 行

為 によ る 報 酬 、当 該者 が 実質 的 に 使 途 を決 定 しう る 寄 付 金 ･研 究 契 約金（ 実 際

に 割り 当 て ら れ た金 額 とす る 。 な お 、教 育 研究 の 奨 励 を 目的 と して 大 学 等 に

寄 付さ れ る い わ ゆる 奨 学寄 付 金 も 含 む） を 含む 。  

な お、  

（ 1） 当 該 年 度 に お い て は 、 保 有 し て い る 当 該 企 業 の 株 式 の 株 式 価 値 （ 公

表 時点 ） も 金 額 の計 算 に含 め る も の とす る 。  

（ 2） 実 質 的に 、 当該 者 宛の 寄 付 金 ･契約 金 等 とみ な せ る 範 囲を 公 表対 象 と

し 、 当 該 人 名 義 で あ っ て も 学 部 長 あ る い は 施 設 長 等 の 立 場 で 、 学 部 や

施 設 な ど の 組 織 に 対 す る 寄 付 金 ･契 約 金 等 を 受 け 取 っ て い る こ と が 明

確 なも の を 除 く 。  

（ 3） 公 表 申 告 対 象 期 間 は 、 当 該 発 表 ・ 講 演 ま た は 論 文 投 稿 が 行 わ れ る 日

の 年 度 を 含 め た 過 去 ３ 年 分 と し 、 そ の う ち 最 も 受 取 額 の 多 い 年 度 に つ

い て公 表 す る 。  

ま た、 金 額 の ク ラス 分 類と し て は 、 以下 の ４ク ラ ス と す る。  

Ⅰ ．０  

Ⅱ ．１ 円 か ら ５ ０万 円 未満  

Ⅲ ．５ ０ 万 円 か ら５ ０ ０万  

Ⅳ ．５ ０ ０ 万 円 超  
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（ ３） 情 報 公 開  

本 学は 、 プ ラ イ バシ ー 保護 に 留 意 し つつ 情 報公 開 の 原 則 に従 い 、原 則 と し て

利 益相 反 に 関 す る情 報 を公 表 し 、 そ の透 明 性を 確 保 す る とと も に社 会 的 説 明

責 任を 果 た す 。 公表 ・ 開示 の 方 法 は 別に 定 める 。  

８ .基準 違 反 者 に対 す る 対応  

大 学 は 利 益 相 反 マ ネ ジ メ ン ト 委 員 会 を 設 置 し て 本 基 準 に 関 す る 啓 発 お よ び 逸

脱 事例 に 対 す る 適切 な 対応 を 行 う 。  

逸 脱事 例 の 可 能 性 、ま た は指 摘 に 対 し 、利益 相 反マ ネ ジ メ ン ト委 員 会は 以 下 の

対 応を 検 討 す る 。  

（ １） 当 該 社 会 貢献 活 動に 参 画 す る 上で の 利益 相 反 に よ る弊 害 の解 消  

（ ２） こ れ ら の検 討 に おい て は 当 該 人の 意 見を 徴 し て 行 う。 検 討結 果 は 当 指 針に 従

っ て学 長 に 報 告 する 。  

９ .不服 申 し 立 て  

利 益 相 反 基 準 の 逸 脱 に 関 す る 利 益 相 反 マ ネ ジ メ ン ト 委 員 会 の 検 討 結 果 に 対 し

て 不服 の あ る 場 合は 、 大学 に 対 し て 不服 申 し立 て を 行 う こと が でき る 。  

１ ０ .利 益 相 反 マネ ジ メ ント 指 針 の 改 廃  

本 指針 の 改 廃 は 、常 任 理事 会 の 議 を 経て 理 事長 が 行 う 。  

 

附  則  

こ の指 針 は 、 平 成２ ５ 年４ 月 １ 日 か ら実 施 する 。  

附  則  

こ の指 針 は 、 令 和６ 年 ４月 １ 日 か ら 実施 す る。  

 


